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記者会見のお願い

私たちの組合は 30 年以上にわたり、非正規自治体公務員の雇用安定と均等待遇実現に向

けて取組を進めてきました。2017 年には地方公務員法の改定により、労働基本権が奪われ

ることについて、他の二つの組合と共同して ILO に申し立て、「労働基本権を奪うことの

ないように・・・・・」との見解を得ることができました。

今回は、非正規公務員に無期転換権がないことなど、民間労働法制の進展の成果が非正

規公務員には適用されないことを中心に、ILO に訴えることとしました。

今年は地公法改定から３年目に当たります。総務省の助言に従って「３年公募制」を導

入した多くの自治体では、今年度末に数十万人規模での「雇い止め」が行われようとして

います。

一般労働法制が適用されず、安定的な公務員法制からも排除され、雇用不安定を強制さ

れている「法の狭間の非正規公務員」の問題を、さらに広く知っていただくために、ぜひ

記者会見を行いたいと考えました。

以上です。何卒よろしくお願いいたします。

※９月１日に ILO に「情報提供」したところ、６日に ILO から「受理通知」がありました。

「今年 11 月～12 月の専門家委員会で審査される予定」との嬉しい知らせです。

★ 記者会見は 9月 21 日（水）の午前中を希望します。

※ 私たちの取組について、下記のホームページを参照いただけると幸いです。

https://rentai-suginami.wixsite.com/0001

・「連帯・杉並 ILO」で検索いただけるとありがたいです。
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記者会見進行レジメ 2022.9.21

＜ILO 専門家委員会に「情報提供」した趣旨説明＞

１ 今年度末には、数十万人の会計年度任用職員が「雇止め」に！

① 雇止め予測人数、「３年公募制」の問題点

② 雇止め～公募～競争させられることへの、不安と脅威

③ 特に、産休・育休、病休取得者が不合格の危険性

２ 民間の「雇用安定化」政策に逆行する公務非正規職員の「雇用不安定化」！

① 労働契約法やパート・有期法が、非正規公務員には適用されない

② 無期転換制度や不合理な差別是正の法律が適用されない

③ そのような法的地位に労働基本権剥奪が追い打ちとなる

３ ILO 専門家委員会が私たちの情報提供を受理し、今秋の会議で検討される予定！

① 雇用政策条約の日本政府報告書が、来年、2023 年に予定されている中で、異例の取り扱い？

② 背景にはILO 軽視するの日本政府への眼差しがある？

③ 年度末に向けて進む「３年公募」の中止に向けて、ILO 条約を活用していきたい

＜関係団体発言＞

１ 「はむねっと（公務非正規女性全国ネットワーク）」より

２ 板橋の仲間より

＜質疑・応答～ご意見など＞

【参考：主要なホームページのURL】

・「非正規公務員労働基本権/ILO申立」：https://rentai-suginami.wixsite.com/0001

・「はむねっと」：https://nrwwu.com/

・北海道情報NAVIから:①安田真幸 https://roudou-navi.org/author/yasuda-masaki/

②瀬山紀子 https://roudou-navi.org/author/seyama-noriko/

・ILO駐日事務所：https://www.ilo.org/tokyo/lang--ja/index.htm



1

1964年の雇用政策条約（第122号）日本の批准：1986年6月10日

[ 概 要 ]

「経済成長と経済発展を刺激し、生活水準を引き上げ、労働力要件を満たし、失業と潜在失業を克

服するために」、各加盟国は、主目標として、完全、生産的かつ自由選択の雇用を促進するよう企

図された積極政策を宣言し、追求すべきものとされる。

この政策は、次のことを確保する目的で行われなければならない。

１ 仕事に就くことができ、仕事を求めているすべての者に対して仕事があること。

２ かかる仕事は、できる限り生産的なこと。

３ 人種・皮膚の色・性・宗教・政治的見解・国民的出身または社会的出身のいかんを問わず、

職業選択の自由があり、また各労働者が自分にふさわしい仕事への資格を取得し、自分の技能

と才能を利用することにつき、最大限に可能な機会があること。

【ILO駐日事務所ホームページより】

２０１３年日本政府年次報告：「雇用政策に関する条約（第１２２号）」より抜粋

（４）非正規雇用労働者について

非正規雇用については、経済がグローバル化する中で雇用形態も変化せざるを得ないという側面や、労働

者の中にも様々な働き方を選ぶという傾向もある一方で、雇用が不安定であり、賃金が低い等の問題が指摘

されており、正規・非正規の二極化の解消に向け、正規雇用を希望する非正規雇用労働者の正規雇用化を進

めるとともに、正規・非正規にかかわらず、労働者が安心して生活できる環境を社会全体で整備することが

重要であると考えている。

このため、政府としては、企業内でのキャリアアップの支援など、非正規雇用労働者の雇用の安定や処遇

の改善に向けた取組等を行う事業主に対する支援等を実施しているほか、非正規雇用労働者の処遇改善やセ

ーフティネットの強化に向け、法制的な観点から以下の取組を実施した。

（ⅰ）有期契約労働者については、上述のように雇用の不安定さ、待遇の格差、職業能力形成の不十分さ等

が課題となってきた。こうした課題に対応するため、2011年12 月に公労使三者構成の労働政策審議会が

とりまとめた建議に基づき、政府は、労働契約法に次の３項目を新たに規定する法案を2012 年の国会に提

出した。

① 有期労働契約が繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約に転換

させる仕組み

② 判例で確立された雇止め法理（一定の場合には、使用者による雇止めが認められないルール）の法定

化

③ 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を

設けることを禁止するルール

同法案は2012 年８月に成立し、2013 年４月から全面施行されている。政府としては、この法律は、労

働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現に資するものと考えている。

（ⅱ）短時間労働者については、パートタイム労働法において、通常の労働者と同視できる短時間労働者の

賃金等の待遇に関し、短時間労働者であることを理由とする差別的取扱いを禁止する等、均等・均衡待遇

を推進している。
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【 裏面参照 】

＜粗い予測では、約 62 万人＞

１ 会計年度任用職員数：「短期・短時間」を含めた人数

・総数：622,306＋279,163＝901,469 人≒90 万人

２ 今年度末雇止めの人数予測にあたって

① 「毎年公募」自治体では、

・ 90 万人×42.2％≒38 万人

② 「公募を行わない上限回数」自治体のうち、「上限２回」は 62.0％なので、

・ 90 万人×42.3％（上限回数自治体）×62.0％（上限２回）≒24 万人

◆ 合計すると、38 万人＋24 万人≒62 万人

＜もうちょっと詳しく見てみると、約 60 万人＞

１ 都道府県・指定都市・市区・町村ごとの会計年度任用職員数を推定すると、

① 都道府県：21.4 万人 162,492×89.6％＋106,363×64.7％＝214,410

② 指定都市：9.5 万人 70,060×89.6％＋49,268×64.7％＝94,650

③ 市・区：47.5 万人 363,993×89.6％＋230,009×64.7％＝474,954

④ 町村：10.0 万人 81,111×89.6％＋41,760×64.7％＝99,694

⑤ 一部事務組合：1.8 万人 16,817×89.6％＋3,873×64.7％＝17,574

２ 自治体区分ごとの「毎年公募」割合を踏まえて計算すると、

① 都道府県(10.6％) 21.4 万人×10.6％≒2.3 万人

② 指定都市(0％) 9.5 万人×0％＝0 万人

③ 市・区(26.7％) 47.5 万人×26.7％≒12.7 万人

④ 町村(53.8％) 10.0 万人×53.8％≒5.4 万人

⑤ 一部事務組合 1.8 万人×45.6％≒0.8 万人

※ 合計≒21 万人

３ 自治体区分ごとの「上限回数」割合と「３年公募」割合とをかけ合わせると、

① 都道府県(76.5％) 21.4 万人×89.4％×76.5％≒14.6 万人

② 指定都市(43.8％) 9.5 万人×95.0％×43.8％≒4.0 万人

③ 市・区(61.0％) 47.5 万人×61.5％×61.0％≒17.8 万人

④ 町村(66.5％) 10.0 万人×29.8％×66.5％≒2.0 万人

⑤ 一部事務組合 1.8 万人×36.3％×59.9％≒0.4 万人

※ 合計≒39 万人

◆ 合計すると、21 万人＋39 万人≒60 万人
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◆ 基礎データ（2020 総務省調査）
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